
                                              

学校開放 体育館エアコン利用マニュアル 
スポーツ振興担当 

１．利用の目安 

  熱中症対策として、「気温 28 度以上」を目安にご利用ください。あくまでも目安となりますので、 

各団体で判断し使用してください。 

 

2．利用料金 

  1 時間 1，000 円。 エアコンカードは 1 枚 5，000 円（5 時間分）。 

 

3．空調監視盤説明（操作盤は各体育館入口壁面に設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①貸出中サイン 

貸出中サインが点灯している時にカードリーダーが利用できます。 

②リモコン 

室内機の電源の ON・OFF や冷暖房の切り替え、温度設定、風量の調整を行います。 

③カードリーダー 

エアコンカードを挿入する機器です。 

④エアコンカード 

③のカードリーダーに挿入するエアコンカードです。未利用状態で５，０００円分が入っています。 
 

4．ご利用方法について 

（１）カードリーダーにカードを挿入する 

① エアコンカードをカードリーダーのカード挿入口に挿入してください。このとき、お手元のカード 

が未利用のものであれば、カードリーダーに 「5000」 と表示されます。 

 

 
①貸出中サイン 

 
④エアコンカード（使い捨て） 

※町内小中学校体育館共通利用 

 
②カードリーダー 

  
③リモコン 

 
電源ボタン 
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② 挿入が完了すると、９秒後に１時間分の空調料金が差し引かれます。このとき、カード挿入完了 

から９秒後（カードの度数が引かれる）までは、カードを取り出すことができます。 

③ １時間分の空調料金が差し引かれると、お手元のカードが未利用のものであれば、カードリーダー 

は「5000」より差し引かれた表示になり、カード挿入口から自動でカードが返却されます。 

④ カードリーダーの数字が残り時間の表示に切り替わります。カードリーダーの数値は 「60」 と 

表示されます。これは残り利用時間が 「60 分」 であることを表示しています。 

⑤ 1 時間以上継続してご利用する場合は、再度カードを挿入してください。 

残り時間に挿入分の時間が加算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)リモコンの「電源ボタン」を押し、空調設備の電源を入れる 

(３)空調の設定を行う 

リモコンでは、３つの設定を行うことができます。 

・モード … 冷暖房の切り替えを行います。 

・温 度 … 温度の調整を行います 

・風 速 … 風量の調整を行います。 

(４)リモコンの「電源ボタン」を押し、電源を切る。 

カードリーダーに表示されている時間がすべて消化した際は、自動で停止します。 

 

5．その他 

（１）エアコンカードの残高の確認方法 

カードリーダーにエアコンカードを挿入すると残額が表示されます。９秒以内に返却ボタンを押す 

と金額が引き落としされずにカードが返却されます。９秒経過すると引き落とされますので、ご注 

意ください。カード自体に残額は表示されません。 

（２）エアコンカードの購入について 

エアコンカードは役場 2 階教育推進課（18 番窓口）で販売しております。また、学校開放調整会議 

においても販売いたします。現金決済のみです。 

（３）体育館半面の利用について 

   空調料金は全面料金のみとなります。半面のみの利用としても全面料金がかかりますのでご了承 

ください。半面を利用する場合は、他の半面を利用している団体と必ず調整の上、空調を利用して 

ください。 

※P.3～ 「学校体育館のエアコンについて FAQ（よくある質問とその回答）」も必ずご覧ください。 

【 注意事項 】 

・ 一度差し引かれた度数は、返還することはできません。また、操作誤り等による返金はできません。 

・ カード挿入完了後は、空調設備の運転の有無に関わらず時間は消費されます。              

また、1 時間未満の使用でも 1 時間分の度数を消費します。その差額の返金はできません。 

・ 1 時間以上継続して利用する場合は、初回カード挿入時に空調が正常に作動するか必ずご確認の上、

追加でカードを挿入するようにしてください。空調設備本体が故障している場合でもカードタイマー

が正常に作動している場合であるとカードの金額は差し引かれてしまいますので、ご注意ください。 
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学校体育館のエアコンについて 

FAQ（よくある質問とその回答） 
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Q１ エアコンカードはどういうものなのか？ 

A１ エアコンカードをカードリーダーに挿入することでエアコンを使用することができます。チャージは
できない使い捨て式です。カードはテレホンカードと同様のサイズです。 

 

Q２ エアコンカードの残高の確認方法は？ 

A２ カードリーダーにエアコンカードを挿入すると残額が表示されます。９秒以内に返却ボタンを押す
と金額が引き落としされずにカードが返却されます。９秒経過すると引き落とされますので、ご注
意ください（誤って引き落とされてしまった場合の返金はできません）。カード自体に残額は表示
されません。 

 

Q3 エアコンを 1 時間未満で使用する場合はどうしたらよいのか？ 

A３ エアコンカードの利用方法は変わりません。ただし、1 時間未満の利用でもエアコンカードからは 1
時間分の度数が引き落とされます。その場合、差額分は返金できませんのでご注意ください。 

 

Q４ エアコンを途中で切ることはできますか。その場合返金できますか？ 

A４ リモコンで止めることができますが、払い戻しはできません（課金した時間未満で切った場合、払
い戻しはできません）。 

 

Q５ エアコンカード利用時のトラブル等について返金・再発行はできますか？ 

A５ 以下の場合、返金・カード再発行はできませんのでご注意ください。 

    ①エアコンカードの金額が余った場合や未使用の場合の返金 

    ②1 時間未満の使用による差額分の返金 

    ②エアコンを途中で（課金した時間未満で）切ってしまった場合の返金 

    ③エアコンカードへの書き込みやシールの貼付によるカードリーダー等機器トラブルの返金 

    ④エアコンカードの紛失、汚損、破損、磁気に近づけたことによる故障などの場合の返金・再発行 

    ⑤エアコン使用の操作誤り等による返金 

 

Q６ エアコンカードへの書き込みはしてもよいか？ 

A６ 読み取りに支障が生じる可能性があるため、カードにマジックで団体名を記入するなどの書き込
みはしないでください。シールの貼付についても読み取り機器に引っかかる場合があるため、貼ら
ないでください。この関係のトラブルについて返金はしません。 

 

Q7 体育館とエアコンを半面しか利用しないので、料金を半額で利用することはできますか？ 

A7 空調料金は全面料金のみとなります。半面のみの利用としても全面料金がかかりますのでご了承
ください。半面を利用する場合は、他の半面を利用している団体と必ず調整の上、空調を利用して
ください。 

 

Q8 体育館の半面を 2 団体がそれぞれ同時に利用する場合、料金はどのようになるのか？ 

A8 利用時に該当する団体間で話し合い、折半等の対応を取ってください。町では対応しませんので
ご了承ください。 
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Q9 百間小卓球室利用時のエアコン利用はどうなるのか？ 

A9 体育館の利用団体として扱います。そのため、必要であればエアコンカードを購入しエアコンを利
用してください。同じ時間に体育館で他の団体が利用している場合は団体間での話し合いで支払
い割合については調整してください。 

 

Q１0 スポーツ少年団の団体もエアコン使用料を支払うのか？ 

A１0 エアコンの利用料については免除の対象外となります。ご了承ください。 

 

Q１1 利用するときの目安はあるか？ 

A１1 熱中症対策として、「気温 28 度以上」を目安にご利用ください。ただし、あくまでも目安となりま
すので、各団体で判断し使用してください。 

 

Q1２ エアコンカードの販売はどのように行うのか？ 

A1２ 役場 2 階教育推進課（18 番窓口）にて販売します。また、学校開放調整会議においても販売い
たします。現金決済のみです。 

    ※購入時に以下の用紙をご記入いただき、領収書（下半分）をお渡しいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】 

宮代町教育委員会 スポーツ振興担当 電話 0480-34-1111（内線 432） 


